
                        座間市地域生活支援拠点等登録事業者一覧          令和５年３月１日時点 

⑴相談 

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に

必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能 

事業者の名称 住所 電話番号 事業の種類 

緑 の 家 相 談 支 援 セ ン タ ー 座間市東原二丁目８番１号 ２階 ０４６－２０４－６３３１ 特定相談支援 

緑 の 家 相 談 支 援 セ ン タ ー 座間市東原二丁目８番１号 ２階 ０４６－２０４－６３３１ 障害児相談支援 

緑 の 家 相 談 支 援 セ ン タ ー 座間市東原二丁目８番１号 ２階 ０４６－２０４－６３３１ 地域移行支援 

ア ガ ペ サ ポ ー ト セ ン タ ー 座間市小松原２－１０－１４ ０４６－２５４－７１１１ 特定相談支援 

    

    

    

 

⑵緊急時の受入れ及び対応 

緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病又は障害者若しくは障害児（以下「障がい児者」という。）の状態変化等の緊急時の受入れ、

医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能 

事業者の名称 住所 電話番号 事業の種類 

短 期 入 所 み ど り 座間市東原一丁目１０番６２号 ０４６－２５１－１５９６ 短期入所 

ア ガ ペ サ ポ ー ト セ ン タ ー 座間市小松原２－１０－１４ ０４６－２５４－７１１１ 短期入所 

ア ガ ペ 壱 番 館 座間市小松原２－１０－１４ ０４６－２５４－７１１１ 短期入所 

    

    

    

    



 

⑶体験の機会及び場の提供 

地域移行支援、親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能 

事業者の名称 住所 電話番号 事業の種類 

    

    

    

    

    

    

    

 

⑷専門的人材の確保及び養成 

専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 

事業者の名称 住所 電話番号 事業の種類 

    

    

    

    

    

    

    

 

 



⑸地域の体制づくり 

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 

事業者の名称 住所 電話番号 事業の種類 

緑 の 家 座間市東原一丁目１０番６２号 ０４６－２５７－３５３９ 生活介護 

緑 の 家 座間市東原一丁目１０番６２号 ０４６－２５７－３５３９ 就労継続支援Ｂ型 

就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 緑 の 家 座間市東原一丁目９番５２号 ０４６－２５７－１８５８ 就労継続支援Ｂ型 

    

    

    

    

 


